
青梅市立新町小学校 

出席停止のお知らせ 

 

 学校保健安全法第 19条に基づき、お子さんが学校感染症にかかった場合は、

本人の健康回復と感染症流行を防ぐための予防措置として出席停止の扱いにな

ります（学校を休んでも欠席扱いになりません）。 

 学校感染症の診断を受けた際は、下記の報告書を保護者の方が記入し、学校

へ御提出ください。なお、医師による証明書等は不要です。 

 

下記の報告書は保護者の方が御記入ください。 

 青梅市立新町小学校長 殿 

 

児童生徒名 

 

   年   組 氏名 

 

 

病名 

（診断内容） 

 

 

 

 

期間 

 

 

令和  年   月   日 ～     月   日 

 

受診した医療機関名 

 

 

 

 上記医療機関より登校許可がありましたので報告します。 

 令和   年   月   日 

        保護者氏名                


